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１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７５０ 包装用容器（塗布具付き型） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１２０ 全 塗布具付き包装用瓶 

Ｆ４－５１２１ 全 塗布用はけ付き包装用瓶 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－３０ 整髪具 

Ｂ７－１２０ 化粧用ブラシ 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

包装用瓶 包装用容器  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

内容物を塗布するための部分（刷毛、スポンジ、ローラー、等）を有する包装用容器。 

 

 

登録 1175447号 包装用容器 

登録

包装

 
登録 1144865号 
毛染め用ヘアーブラシ 

 

登録 1142539号 
ガラス撥水材充填用容器
1078274号 
用容器 
登録 1130603号 包装用容器 
 

 
登録 1136256号 
包装用びん 

 

登録 1134794号 
ネイル化粧料用容器

 

登録 1163331号 
液体洗浄用塗布具 
登録1162287号 
包装用容器 
 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

塗布具付容器について 
・Ｂ７－３０に分類されているもののうち、包装用容器として使用可能性があるものは、先ずＦ４に分類する。 
・部品については、噴霧器に特有のものは、Ｆ４－６２９に分類し、それ以外は、Ｆ４－９１２０（ふた）に分類する。 
・査定時において、物品名が「包装用～」となっていないものは、「包装用～」と特定させる。この段階で、「容器に

薬剤をその都度注入して繰り返し使用する、家庭用あるいは理容用のものであって、包装用のものではない」と

主張したものについては、Ｂ７－３０に分類する。 
・化粧用ブラシとは、容器本体が瓶形状（Ｆ４－…の定義による）のものは、物品名に関わらずＦ４－７５０に分類

する。（従って、容器本体が瓶形状でないものについては、従来通り物品名により分類する。） 
・瓶のふたに塗布具がついているものはＦ４－７５９に分類する。（出願のもので、断面図がなく瓶のふたかどうか

分からないものについてはＢ７－１２０におく） 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

包装用びん 包装用容器 インク消液用壜 

塗布具付容器 ネイル化粧料用容器 毛染め用ヘアーブラシ 

塗布具付化粧品入れ 液体洗浄用塗布具 マスカラ容器 

ネイルエナメル用容器 毛髪着色料小分け容器 マニキュア液入れ 

塗布用刷子付包装用容器 アイライナー マスカラ用ブラシ 

接着剤塗布用容器 包装用殺虫剤塗布容器 塗布具付包装用容器 

事務用回転塗布付容器 マニキュア用包装用容器 包装用押出チューブ 

コーム付包装用容器   

グロス容器 マスカラ入れ ブラシ一体型容器 

糊用容器 化粧用鉛筆付き包装用容器 インクボトル付きスタンプパッド 

 

 


